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日付：平成２７年３月２３日 

新旧対照表 

（要 綱） 

 

長崎県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 

【変更点は下線部】 

新 旧 

○長崎県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 ○長崎県福祉用具専門相談員指定講習会指定事務等実施要綱 

  

（目的） （目的） 

第１条 「介護保険法施行令」（平成１０年政令第４１２号。）第４条第１項

第１０号の規定による福祉用具専門相談員指定講習会（以下「指定講習会」

という。）の指定については、「介護保険法施行規則」（平成１１年省令第

３６号）、「厚生労働大臣が定める講習会の内容について」（平成１８年３

月厚告第２６９号）及び「福祉用具専門相談員について」（平成１８年３月

３１日老振発第０３３１０１１号）に定めるもののほか、この要綱の定める

ところによる。 

 

 

（指定の要件） 

第２条  

（１）（２）以下、省略 

第１条 「介護保険法施行令」（平成１０年政令第４１２号。）第４条第１項

第１０号の規定による福祉用具専門相談員指定講習会（以下「指定講習会」

という。）の指定については、「介護保険法施行規則」（平成１１年省令第

３６号）、「厚生労働大臣が定める講習会の内容について」（平成１８年３

月厚告第２６９号）及び「福祉用具専門相談員について」（平成１８年３月

３１日老振発第０３３１０１１号及び「福祉用具専門相談員について」（平

成１８年３月３１日老振発第０３３１０１１号）に定めるもののほか、この

要綱の定めるところによる。 

 

（指定の要件） 

第２条  

（１）（２）以下、省略 

  

（３）事業内容に関する要件 

  ア 講習が、年１回以上、別表１に定める講習課程の内容に従って開催し、

受講者が講習課程で知識及び技術の習得がなされていることにつき確

認のできるものであること。 

 

  イ 講師に関しては、次の条件を全て満たしていること。 

  （ｱ） 別表２「講師要件表」に定める各科目における「講師の要件」を満

たす適切な人材が確保されていること 

  （ｲ） 講習１開催について３名以上の講師で担当すること 

  （ｳ） 演習を担当する講師については、講師１名につき、受講生がおおむ 

ね５０名を超えない程度の割合で担当すること 

（３）事業内容に関する要件 

  ア 講習が、年１回以上、別紙１に定める講習課程の内容に従って開催し、

受講者が講習課程で知識及び技術の習得がなされていることにつき確

認のできるものであること。 

 

  イ 講師に関しては、次の条件を全て満たしていること。 

  （ｱ） 別紙１の要件を満たす適切な人材が確保されていること 

  （ｲ） 講習１開催について３名以上の講師で担当すること 

  （ｳ） 演習を担当する講師については、講師１名につき、受講生がおおむ 

ね５０名を超えない程度の割合で担当すること 

  （ｴ） 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代
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  （ｴ） 病気等の理由により、当日講師が担当できなくなる場合に備え、代

替講師の確保や予備日の設定等の準備ができること 

替講師の確保や予備日の設定等の準備ができること 

  ウ 講習受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を

明らかにした運営規定を定め、公開すること。 

  （ｱ）開講目的 

  （ｲ）講習の名称 

  （ｳ）事業所の所在地 

  （ｴ）講習日程(期間) 

  （ｵ）講習課程  

  （ｶ）講師氏名 

  （ｷ）修了評価の実施方法 

  （ｸ）講習修了の確認方法及び欠席した場合の取り扱い 

  （ｹ）年間の開講時期 

  （ｺ）受講手続き 

  （ｻ）受講料(補講等を含む。)等の受講に際し必要な費用の額 

  ウ 講習受講者に講習内容を明示するため、少なくとも次に掲げる事項を

明らかにした運営規定を定め、公開すること。 

  （ｱ）開講目的 

  （ｲ）講習の名称 

  （ｳ）事業所の所在地 

  （ｴ）講習日程(期間) 

  （ｵ）講習課程  

  （ｶ）講師氏名 

  （ｷ）講習修了の確認方法及び欠席した場合の取り扱い 

  （ｸ）年間の開講時期 

  （ｹ）受講手続き 

  （ｺ）受講料(補講等を含む。)等の受講に際し必要な費用の額 

 

  エ 募集に関する要件 以下、省略 

 

     

 

エ 募集に関する要件 以下、省略 

   

 

 オ 修了年限に関する要件 

   別紙１に定める講習課程については、概ね７日以内で修了することと 

し、地域の実情等により７日以内で実施できない場合は、２ヶ月以内 

の範囲内で修了すること 

  カ 受講料の額 

   受講料等の額が、講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な額で

あること 

オ 修了年限に関する要件 

   別紙２に定める講習課程については、概ね５日程度で修了することと 

し、地域の実情等により５日程度で実施できない場合は、２ヶ月以内 

の範囲内で修了すること 

  カ 受講料の額 

   受講料等の額が、講師謝金、会場使用料等の実費を勘案した適切な額で

あること 

（指定申請手続等） 

第３条 

（１）指定の申請 以下、省略 

    

＜添付書類＞ 

 ①運営規定 

 ②講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別（別紙２） 

（指定申請手続等） 

第３条 

（１）指定の申請 以下、省略 

    

＜添付書類＞ 

 ①運営規定 

 ②講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 
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 ③収支予算書（別紙３） 

 ④申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 

 ⑤その他指定に関し必要があると認める事項 

  （ｱ）事業計画表及び各講習ごとの講習課程（別紙１） 

 ③収支予算書 

 ④申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款 

 ⑤その他指定に関し必要があると認める事項 

  （ｱ）事業計画表及び各講習ごとの時間割表 

  （ｲ）各講師の承諾書（講師本人の署名・捺印のあるものに限る）（別紙２） （ｲ）各講師の承諾書（講師本人の署名・捺印のあるものに限る） 

  （ｳ）事業所（講習を行う教室等）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっ 

ては名称）並びに利用計画書及び当該事業所の設置者の承諾書 

  （ｴ）受講料等の設置方法及び改定方法 

  （ｵ）募集案内等受講希望者に提示する書類 

 

（２）事業計画書の提出（指定を受けた事業者が２年目以降、講習会を開催す

る場合の承認申請） 

   指定講習会を実施する者は、知事に対し、年度ごとに、その年度におけ

る初回の講習の募集を開始する２か月前までに、様式２及びその添付書類

を提出すること。 

＜添付書類＞ 

 ①運営規定 

 ②講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別（別紙２） 

 ③収支予算書（別紙３） 

 ④申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款（指定時から変更があ

った場合） 

 ⑤その他指定に関し必要があると認める事項 

  （ｱ）事業計画表及び各講習ごとの講習課程（別紙１） 

（ｲ）各講師の承諾書（講師本人の署名・捺印のあるものに限る）（別紙２） 

（ｳ）事業所（講習を行う教室等）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっ 

ては名称）並びに利用計画書及び当該事業所の設置者の承諾書 

  （ｴ）受講料等の設置方法及び改定方法 

  （ｵ）募集案内等受講希望者に提示する書類 

 

（２）事業計画書の提出（指定を受けた事業者が２年目以降、講習会を開催す

る場合の承認申請） 

   指定講習会を実施する者は、知事に対し、年度ごとに、その年度におけ

る初回の講習の募集を開始する２か月前までに、様式２及びその添付書類

を提出すること。 

＜添付書類＞ 

 ①運営規定 

 ②講師の氏名、履歴及び担当科目並びに専任又は兼任の別 

 ③収支予算書 

 ④申請者が法人であるときは、定款その他の基本約款（指定時から変更があ

った場合） 

 ⑤その他指定に関し必要があると認める事項 

  （ｱ）事業計画表及び各講習ごとの時間割表 

  （ｲ）各講師の承諾書（講師本人の署名・捺印のあるものに限る） 

（ｳ）事業所（講習を行う教室等）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっ 

ては名称）並びに利用計画書及び当該事業所の設置者の承諾書 

  （ｴ）受講料等の設置方法及び改定方法 

  （ｵ）募集案内等受講希望者に提示する書類 

（ｳ）事業所（講習を行う教室等）の平面図及び設置者の氏名（法人にあっ 

ては名称）並びに利用計画書及び当該事業所の設置者の承諾書 

  （ｴ）受講料等の設置方法及び改定方法 

  （ｵ）募集案内等受講希望者に提示する書類 

  

（３）変更の届出 以下、省略 

 

（３）変更の届出 以下、省略 

 

（実績報告書の提出） 

第４条 実績報告書の提出 

（実績報告書の提出） 

第４条 実績報告書の提出 
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  講習会を行う者は、毎事業年度終了後２か月以内に、様式７（実績報告書）

及び様式８（修了者名簿）に必要書類を添えて、知事へ事業実績報告を行う

こと。 

 

  講習会を行う者は、毎事業年度終了後２か月以内に、様式７（実績報告書） 

及び様式８（修了者名簿）に必要書類を添えて、知事へ事業実績報告を行う

こと。 

＜添付書類＞ 

 ①実施状況（別紙５） 

 ②収支決算書 

 

 

 

（修了証書の交付等） 

第５条 指定講習会を実施する者は、講習の全ての課程を修了し、修了時に１

時間程度の筆記試験に合格したもので、別表 1 の到達目標及び指針に従った

上で基準を満たしたものを講習修了者と認定し、修了証明書及び修了証明書

（携帯用）（別紙４）を交付するものとする。 

＜添付書類＞ 

 ①講習課程（カリキュラム） 

 ②講習会時間割表 

 ③担当講師一覧 

 ④収支決算書 

  

（修了証書の交付等） 

第５条 指定講習会を実施する者は、講習の全ての課程を修了した者に限り、

別紙２に定める様式に準じ、修了証書及び携帯修了証明書を交付する

ものとする。 

 

 

（指定の取消） 

第６条 以下、省略 

 

（指定の取消） 

第６条 以下、省略 

   

（講習と同程度以上の講習と認められる課程） 

第８条 「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第  

１９４条に規定する講習会を指定する省令」（平成１４年厚生労働省

令第１２１号）により厚生労働大臣の指定を受けていた講習会が行っ

た講習は、知事が指定する講習と同等以上の講習と認める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（福祉用具専門員の範囲） 

第８条 知事が指定する指定講習会の課程を修了し、修了した旨の証明書の交

付を受けた者のほか、以下のものを福祉用具専門相談員とする。 

 

  ア 保健師、看護師、準看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、

介護福祉士、義肢装具士の資格を有する者 

 

  イ 指定講習会と同等以上の講習と認められる以下の課程修了者 

  （ｱ）介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２２条の２３

第１項に規定する介護職員基礎研修課程、１級課程又は２級課程 

   （介護職員基礎研修課程修了者及び訪問介護員養成研修の１級又は２級

課程修了者（みなし修了者含む）） 

  （ｲ）施行の際現に厚生労働大臣の指定を受けていた講習会が行った講習修

了者 

  （ｳ）その他の知事がカリキュラムの内容から判断し、同程度以上と認める
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（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、

別に定める。 

講習修了者 

 

 

 

（雑則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、

別に定める。 

（附 則） （附 則） 

１ この要綱は、平成１９年３月１日から施行する。 

１ この要網は、平成２４年４月２日から施行する。 

１ この要綱は、平成１９年３月１日から施行する。 

１ この要網は、平成２４年４月２日から施行する。 

１ この要綱は、平成２７年３月２３日から施行し、平成２７年４月１日以降 

に開始する講習について適用する。なお、平成２７年４月１日より前に開 

始された講習の取扱いについては、従前の例による。 

 

 

  

  

 


